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【Point】・委託者の代表者によるフリーランスに対するハラスメントについて、委託者の安全

配慮義務違反が認められた事例 

    ・委託者の役員や従業員による取引先に対するハラスメントについて、委託者自身も

損害賠償責任を負う可能性があるため、より一層の注意が必要 

【事案の概要】 

エステティックサロンを経営する株式会社

であるY1（被告）の代表者Y2（被告・令和 2

年当時40歳前後の男性）が、平成31年3月、

美容ライターである X（原告・平成 7 年生ま

れの女性）に対し、X が開設するホームペー

ジの問合せフォームを通じて、Y1 の店舗の体

験記事の執筆等を依頼しました。 

Y2は、上記体験記事の執筆のために Xとの

打合せや同人への施術を行いましたが、その

際に、①これまでの性体験等に関する質問を

する、②無理やりにでも裸になった方が施術

のときにくすぐったく感じなくなるなどと述

べて、バストを見せるように求める、③施術

用の紙パンツを脱ぐよう指示し、X の陰部を

触った上、自分で陰部を触ることを要求して

従わせ、さらにY2の性器を触ることを要求す

る、④Xの臀部にY2の股間を押し付ける等の

行為をしました。 

令和元年 6 月頃、Y2 は X に対し、Y1 専属

のウェブ運用責任者として、1日1回上質な記

事を Y1 ホームページに掲載し、SEO 対策を

行って集客につながる Y1 ホームページを制

作・運用することを依頼しました。これに対

して、X は、同年 7 月 1 日、Y2 に対し、契約

書の案文を交付しました。当該契約書には押

印がなされていなかったものの、当該契約書

案の内容について修正を求められることはあ

りませんでした。 

その後、X は、令和元年 8 月 1 日から同年

10 月 17 日までの間、Y2 の指示を仰ぎながら

コラム記事をY1ホームページに掲載するなど

して業務を履行する等しました。しかし、Y2

は、同年 8 月以降、⑤X が執筆した記事の質

が低いことなどを理由として契約を打ち切る

旨を告げる等する、⑥今の X はプロフェッシ

ョナルではない、書く記事全てが上位に表示

されないのであれば意味がないなどとメッセ

ージを送信する、⑦仕事の質が低いことや兼

業をしていることなどについて不満を述べ

る、⑧X を抱擁してキスを迫り、X の臀部に

Y2 の股間を押し付ける、⑨Y1 店舗において

打合せを行った際、X を抱擁し、キスをしよ

うとした上、上半身の着衣を脱ぐように等指

示する、⑩X から、X が行った作業を検証な

いし評価する方法について話合いを求められ

たのに対し、そういうことも教えないとわか

らないのであれば報酬を要求しないでほしい

等というメッセージを送信する等の行為をし

ました。 

そこで、X は、Y1 に対し、業務委託契約に

基づく報酬請求を行うとともに、Y2 に対する

不法行為に基づく損害賠償請求及びY1に対す

る安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請

求を行いました。 

 

【判断の概要】 

裁判所は、Xの Y1に対する業務委託契約に

基づく報酬請求について、令和元年 7 月 1 日

頃には、XとY1との間において、業務委託契

約が成立していたものと認めるのが相当であ

るとしました。 

また、Y2 の一連の言動（【事案の概要】①

～⑩の各言動）は、X の性的自由を侵害する

セクハラ行為に当たるとともに、業務委託契

約に基づいて自らの指示の下に種々の業務を

履行させながら、X に対する報酬の支払を正

当な理由なく拒むという嫌がらせにより経済

的な不利益を課すパワハラ行為に当たるもの

と認めるのが相当である（Xが Y2に従属し、

Y2がXに優越する関係にあったものというべ

きであるから、上記の言動は X に対するセク

ハラ行為ないしパワハラ行為に当たるものと

認められる）としました。 

その上で、Y1 の安全配慮義務違反を理由と

する債務不履行責任の有無について、X は、

【裁判例紹介】 

フリーランスに対するハラスメントに係る委託者の安

全配慮義務違反を認めた事例 

‐アムールほか事件 

（東京地判令和 4 年 5 月 25 日、労働判例 1269 号 15 頁） 
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Y1 専属のウェブ運用責任者として Y1 ホーム

ページを制作・運用する業務等を委託され、

Y2 の指示を仰ぎながらこれらの業務を遂行し

ていたというのであり、実質的には、Y1 の指

揮監督の下でY1に労務を提供する立場にあっ

たものと認められるから、Y1 は、X に対し、

X がその生命、身体等の安全を確保しつつ労

務を提供することができるよう必要な配慮を

すべき信義則上の義務を負っていたとして、

Y1 の安全配慮義務を認め、Y1 の当該義務違

反による債務不履行責任を認めました。 

【検討・コメント】 

本事例では、フリーランスとの間の業務委

託契約の成否並びに当該フリーランスへのハ

ラスメントについて不法行為及び安全配慮義

務違反の成否が争われました。

本事例の特徴の一つは、業務委託契約にお

いても当事者間に優越的関係が存在し、正当

な報酬の支払という経済的利益がパワハラ行

為の被侵害法益となり得ることが示された点

にあります。本判決は、Y2 の一連の言動をハ

ラスメントとして認定していることから、あ

くまでも、Y2のXに対する優越的関係やセク

ハラ行為との一連性を踏まえて、正当な報酬

の支払を拒むといった行為がパワハラ行為

（不法行為）となり得るとの判断がなされた

とも考えられます。しかし、一定の場合に、

正当な報酬の支払という経済的利益を被侵害

法益としてパワハラ行為となり得る（報酬支

払請求のみならず、慰謝料請求まで認められ

る）と判断されたことは注目に値します。

また、本事例は、フリーランス（取引先）

に対する代表者のハラスメント行為につい

て、法人である委託者の安全配慮義務違反を

認めたところに先例的な意義があります。 

判例上、安全配慮義務は「ある法律関係に

基づいて特別な社会的接触の関係に入った当

事者間において、当該法律関係の付随義務と

して当事者の一方又は双方が相手方に対して

1 陸上自衛隊八戸車両整備工場事件・最判昭和 50 年 2 月 25 日民集 29 巻 2 号 143 頁。 
2 和歌山の海運送事件・和歌山地判平成 16 年 2 月 9 日労判 874 号 64 頁。 
3 なお、本判決につき「職場環境配慮義務ないし人格尊重義務といった存在の定立があってしかるべきであっ

た」と指摘するものとして、滝原啓允「フリーランスへのセクシュアル・ハラスメント等にかかる委任者におけ

る安全配慮義務違反の成否」労判 1272号 81頁があります。また、本事例は、Y1の代表者である Y2が職務に関

連してハラスメント行為を行っているとも考えられるため、代表者の行為についての損害賠償責任について規定

した会社法 350 条に基づく損害賠償請求の余地もあるように思われるところ、その理論構成については検討の余

地があるものとも考えられます。 

信義則上負う義務として一般的に認められる

べきもの」とされ1、必ずしも労働契約関係に

ない当事者間でも成立し得るものとされてき

ました。これを前提として、裁判例において

は、雇用契約ではない請負・業務委託契約等

に基づき個人に業務委託を行っている事案に

ついて、「雇用契約に準じるような使用従属

関係」から安全配慮義務の存否を判断したも

のも存在します2。 

本判決について検討すると、裁判所は、委

託者のフリーランスに対する実質的な指揮監

督に言及した上で安全配慮義務を認めてお

り、本判決も従来の判例・裁判例の流れを汲

むものと評価できます。もっとも、安全配慮

義務は「特別な社会的接触」により発生する

ところ、本判決からは、委託者によるフリー

ランスへの「指揮監督」の存在が同義務を肯

定するための必須の要件となるのかは明らか

ではありません。したがって、本事案に比し

て指揮監督の程度が弱い又は指揮監督が存し

ないといえるような事案において委託者の安

全配慮義務が認められるのかは、今後の検討

課題になると思われます3。

以上のとおり、本判決によると、企業の役

員や従業員による取引先に対するハラスメン

トが発生した場合、当該役員又は従業員が不

法行為責任を負うだけでなく、企業が自身の

責任として損害賠償責任を負う可能性があり

ます。本判決は、近年増加傾向のフリーラン

スの保護に資するものであり、結論自体は支

持されるものと考えられます。2023年 4月 28

日に成立した「特定受託事業者に係る取引の

適正化等に関する法律」（公布の日から1年6

月を超えない時期に施行）においてハラスメ

ントの防止等が規定されていること等を踏ま

えても、今後は、社内に限らず、取引先に対

する言動についてのより一層の注意が必要に

なるものと考えられます。

以上 
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